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１ 分掌事務及び事務の現況等について
理財部【分掌事務】 ・市有財産に関すること ・税に関すること ・入札、契約及び検査に関すること

令和５年度の主な取り組み

公共施設保全基金の設置
【目的】
・建物の解体や将来的な公共施設の建替・改修に加え、突発的な事態
が発生した場合も、公共施設の整備等に係る財源を確保する。
【基金充当想定事業】
・予防保全に係る事業
・公共施設の解体に係る事業
・集約化等のうち、更新又は改修に係る事業

【積立額】
・年額 9,000万円

【財源】
・財産貸付収入

空家に係る固定資産税等の住宅用地特例
適用の見直し
・構造上住宅と認められない状況で、かつ今後、
人の居住の用に供される見込みがない家屋に
ついて、条例で基準（住宅地区改良法施行規
則による不良度測定）を明確化し、住宅用地特
例を解除する。
・特例解除を受け、一定期間（令和10年12月31
日まで）のうちに、家屋を解体・除却した場合は、
増額となる固定資産税等相当額を３年間に限り
減免する。

【機構】８所属 職員数257名（再任用等含む。）

【財産活用課】
・市有財産の総括に関すること
・普通財産の取得、管理、処分及び貸付に関すること
・庁舎の維持管理に関すること

【資産経営室】
・公共施設の適正配置（公共施設マネジメント）に関すること

【契約検査課】
・建設工事、製造の請負、物品購入の入札及び契約に関すること

【検査指導室】
・建設工事に関する検査及び指導に関すること

【収納課】
・税務に関する企画及び調整に関すること
・市税等の収入整理並びに督促に関すること
・市税等に係る納税奨励及び滞納処分に関すること（滞納額が70万円未満）
・未収金対策に係る総合的な調整に関すること（市税等に限る）

【特別滞納整理室】
・市税等に係る納税奨励及び滞納処分に関すること（滞納額が70万円以上）
・債権管理の指導・助言・研修等に関すること
・未収金対策に係る総合的な調整に関すること（市税等を除く。）

【資産税課】
・土地、家屋及び償却資産の評価、賦課に関すること

【市民税課】
・市民税、事業所税、軽自動車税及び宿泊税等の賦課等に関すること

宿泊税条例施行
R5.4.1から法定外目
的税として宿泊税を
徴収する。
<令和５年度>
歳入予算額
372,337千円

所属ごとの主な分掌事務
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総務係・工事契約係・物品契約係

財 産 活 用 課

資 産 経 営 室

契 約 検 査 課

１　分掌事務

（１） 機構（令和５年４月１日現在）

理 財 部 総務庁舎係・財産管理係

税制係・収納係・徴収１係・徴収２係・徴収３係・徴収４係

償却資産係・土地１係・土地２係・家屋１係・家屋２係

法人市民税係・諸税係・個人課税１係・個人課税２係・個人課税３係

検 査 指 導 室

収 納 課

特別滞納整理室

資 産 税 課

市 民 税 課
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（２） 職名及び職員数（令和５年４月１日現在）

理 財 部 長 小田　徹

歳 入 管 理 監 山本　勉

契 約 監 察 監 岩永　洋

正　　規 再 任 用 会計年度

財 産 活 用 課 課 長 塩塚　宣博 総 務 庁 舎 係 長 川上　真由美 23 21 1 1 ※1

課 長 補 佐 崎山　増博 財 産 管 理 係 長 田島　真吾

資 産 経 営 室 室 長 後田　健太郎 係 長 森田　司直 8 8

契 約 検 査 課 課 長 大田　伸 総 務 係 長 山田　純一 26 25 1 ※2

物品契約主幹 山下　信一郎 工 事 契 約 係 長 山内　豊和

物 品 契 約 係 長 中尾　克哉

検 査 指 導 室 室 長 松本　敏宏 係 長 楠本　隆記 10 3 6 1

収 納 課 課 長 木場　輝樹 税 制 係 長 原　陽平 69 46 2 21 ※3

課 長 補 佐 久保田　英治 収 納 係 長 髙崎　裕見子

徴 収 １ 係 長 松山　智度

徴 収 ２ 係 長 長野　早紀

徴 収 ３ 係 長 宮﨑　弘毅

徴 収 ４ 係 長 田中　法浩

特別滞納整理室 室 長 小山　英治 係 長 宮﨑　正樹 19 17 1 1

主 幹 橋村　賢二 係 長 永石　寛

係 長 牟田　幹子

資 産 税 課 課 長 梅木　修 償 却 資 産 係 長 大野　剛 53 51 2 -

課 長 補 佐 大久保　哲也 土 地 １ 係 長 近藤　剛

土 地 ２ 係 長 田中　健

家 屋 １ 係 長 德久　哲明

家 屋 ２ 係 長 磯本　千絵

市 民 税 課 課 長 岩永　桂 法人市民税係長 古場　照幸 49 41 8

諸 税 係 長 泉田　公二

個人課税１係長 若杉　ちとせ

個人課税２係長 松尾　光貴

個人課税３係長 坂中　義明

合　　計 257 212 12 33
※1　財産活用課正規職員数に理財部長を含む。

※2　契約検査課正規職員数に契約監察監を含む。

※3　収納課正規職員数に歳入管理監を含む。

課　・　室 職　　名 氏　　名 職　　名 氏　　名 職員数
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（３） 分掌事務 

課 ・ 室 分   掌   事   務 

財産活用課 (1) 部の統括に関すること。 

(2) 市有財産の統括に関すること。 

(3) 普通財産の取得（土地の取得を除く。）、管理及び処分に関すること。 

(4) 普通財産の貸付けに関すること。 

(5) 財産区に関すること。 

(6) 市有墓地に関すること。 

(7) 基金（土地開発基金を除く。）の管理及び処分に関すること。 

(8) 庁内の管理、取締り及び清掃に関すること。 

(9) 庁内案内に関すること。 

(10)  庁舎の維持管理及び職員宿舎の維持補修に関すること。 

(11)  全国市有物件災害共済会及び自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。 

(12)  資産経営室に係る予算の経理に関すること。 

(13)  部内事務の連絡調整に関すること。 

資産経営室 (1)  公共施設の適正配置に関すること。 

(2) 土地の有効活用に係る企画及び調整に関すること。 

契約検査課 (1) 建設工事、建設工事に係る業務委託、製造の請負及び物品の購入に係る入札及び契約に関すること。 

(2) 業務委託（建設工事に係るものを除く。）及び物品の賃貸借に係る入札に関すること。 

(3) 建設工事及び建設工事に係る業務委託の業者指名に関すること。 

(4) 入札制度の改革に関すること。 

(5) 重要な契約の審査に関すること。 

(6) 経理及び契約事務の監察に関すること。 

(7) 経理事務の適正化の進行管理に関すること。 

(8) 入札監視委員会及び総合評価一般競争入札審議会に関すること。 

(9) 検査指導室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 
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課 ・ 室 分   掌   事   務 

検査指導室 (1)  建設工事及び建設工事等に係る業務委託の検査及び指導に関すること。 

(2)  入札及び契約に関する技術的助言に関すること。 

(3)  建設技術の向上に係る指導、調査、研修等に関すること。 

(4)  土木工事に係る設計積算資料に関すること。 

収納課 (1)  税務に関する企画及び調整に関すること。 

(2)  自動車重量譲与税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲

渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、法人事業税交付金及び国有提供施

設等所在市町村交付金に関すること。 

(3)  市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料、延滞金等の収入整理並びに督促に

関すること。 

(4)  市税に係る納税督励及び滞納処分に関すること（特別滞納整理室の所管に係るものを除く。）。 

(5)  児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る納付督励並びに滞納処分に関すること（特別滞納整理室の所管に係るもの

を除く。）。 

(6)  介護保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること（特別滞納整理室の所管に係るものを除く。）。 

(7)  後期高齢者医療保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること（特別滞納整理室の所管に係るものを除く。）。 

(8)  納税貯蓄組合との連絡調整に関すること。 

(9)  市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付並びに

充当に関すること。 

(10)  市税に係る諸証明（資産税課の所管に係るものを除く。）の総括に関すること。 

(11)  児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る諸証明（幼児課の所管に係るものを除く。）の総括に関すること。 

(12)  り災証明（火災に係るものを除く。）に関すること。 

(13)  未収金（市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料に限る。）対策に係る

総合的な調整に関すること。 

(14)  特別滞納整理室に係る予算の経理に関すること。 

(15)  固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。 
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課 ・ 室 分   掌   事   務 

特別滞納整理室 (1)  市税に係る納税督励及び滞納処分に関すること（収納課の所管に係るものを除く。）。 

(2)  児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る納付督励並びに滞納処分に関すること（収納課の所管に係るものを

除く。）。 

(3)  介護保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること（収納課の所管に係るものを除く。）。 

(4)  後期高齢者医療保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること（収納課の所管に係るものを除く。）。 

(5)  他の所管から移管を受けた非強制徴収公債権及び私債権の未収金に係る納付督励及び強制執行等に関すること。 

(6)  債権管理事務の向上に係る指導、助言、研修等に関すること。 

(7)  債務者情報の利用、提供及び収集における調整に関すること。 

(8)  未収金対策に係る総合的な調整に関すること（収納課の所管に係るものを除く。）。 

資産税課 (1)  土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。 

(2)  土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税並びに土地及び家屋に対する都市計画税の賦課、納期限の延長及び減免

に関すること。 

(3)  国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 

(4)  特別土地保有税に関すること。 

(5)  固定資産課税台帳等の閲覧、固定資産税に係る証明及び名寄帳等の写しの交付並びにその総括に関すること。 

(6)  住宅用家屋証明に関すること。 

市民税課 (1)  市民税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 

(2)  軽自動車税、鉱産税及び事業所税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 

(3)  市たばこ税及び入湯税の賦課、納期限の延長及び課税免除に関すること。 

(4)  宿泊税の賦課、納期限の延長、課税免除、減免及び特別徴収事務に係る交付金に関すること。 

(5)  市民税の調査に関すること。 
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（４） 所管事務の現況等 

ア 財産活用課 

係 名 等 内                  容 

総務庁舎係 (1)  部の総括に関すること 

(2)  市有財産の総括に関すること 

(3)  行政財産の目的外使用、用途廃止、所管替等の場合の総合調整及び財産台帳の調製に関すること 

(4)  庁内の管理、取締り及び清掃に関すること 

(5)  庁舎の補修等の維持管理に関すること 

(6)  総合事務所、地域センター及び職員宿舎の維持補修に関すること 

(7)  電話の配置及び設備保守に関すること 

(8)  エネルギー管理に関すること 

(9)  全国市有物件災害共済会及び自動車損害賠償責任保険の契約に関すること 

(10)  基金（土地開発基金を除く）の管理及び処分に関すること 

(11)  経理事務に関すること 

(12)  部内事務の連絡調整に関すること 

(13)  課内の一般庶務に関すること 

財産管理係 (1)  普通財産の貸付、処分及び維持管理に関すること 

(2)  市有墓地の維持管理に関すること 

(3)  市有財産評価委員会に関すること 

(4)  普通財産の取得（土地の取得を除く）に関すること 

(5)  財産区に関すること 

 

イ 資産経営室 

係 名 等 内                  容 

 

(1)  地区別計画に関すること 

(2)  公共施設保全計画に関すること 

(3)  公民連携に関すること 

(4)  余剰資産の利活用の促進に関すること 
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ウ 契約検査課 

係 名 等 内                  容 

総務係 (1) 入札監視委員会に関すること 
(2) 入札制度の改革に関すること 
(3) 議会案件に関すること 
(4)  有資格業者の指名停止に関すること 
(5)  競争入札参加資格に関すること 
(6)  優秀工事表彰に関すること 
(7)  経理事務に関すること 
(8)  事業所実態調査に関すること 
(9)  課内及び検査指導室の一般庶務に関すること 

工事契約係 (1)  建設工事及び建設工事に係る業務委託（以下「建設工事等」という）の入札及び契約に関すること 
(2)  建設工事等の入札参加条件の設定及び業者指名に関すること 
(3)  総合評価一般競争入札審議会に関すること 
(4)  入札及び契約事務の改善に関すること 
(5)  工事発注予定表の作成に関すること 

物品契約係 (1)  業務委託（建設工事に係るものを除く。）及び物品の賃貸借の入札並びに製造の請負及び物品の購入に係る  
入札及び契約に関すること 

(2)  入札及び契約事務の改善に関すること 
(3)  業務委託基準に関すること 
(4)  契約事務の監察に関すること 

 

エ 検査指導室 

係 名 等 内                  容 

 

(1)  建設工事等の検査及び指導に関すること 
(2)  現場パトロールによる指導に関すること 
(3)  検査等の事務処理に関すること 
(4)  入札及び契約に関する技術的助言に関すること 
(5)  技術職員の専門研修等、資質向上に関すること 
(6)  土木設計積算基準・指針に関すること 
(7)  土木設計積算システムの管理に関すること 
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オ 収納課 

係 名 等 内                  容 

税制係 

・税務全般 

(1)  税務に関する企画及び調整に関すること 

(2)  税務に係る例規案の作成に関すること 

(3)  市税に係る収入見積及び決算に関すること 

(4)  自動車重量譲与税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株

式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、法人事業税交付金及

び国有提供施設等所在市町村交付金に関すること 

(5)  税務関係各種協議会に関すること 

(6)  経理事務に関すること 

(7)  課内の一般庶務に関すること 

(8)  固定資産評価審査委員会に関すること 

(9)  公用車の運行管理に関すること 

(10)  り災証明（火災に係るものを除く）に関すること 

(11)  納税貯蓄組合に関すること 

(12)  滞納整理支援システム及び滞納に関する各種統計に関すること 

（分割納付の管理及び欠損処分に関することを含む） 

収納係 

・収入整理 

・税務証明 

(1)  市税（国民健康保険税を含む。以下同じ）、保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料（以下「市税等」

という。）に係る延滞金等の収入整理に関すること 

(2)  市税等に係る督促状の発付に関すること 

(3)  市税等に係る過誤納金の還付及び充当に関すること 

(4)  市税等の口座振替納付に関すること 

(5)  市税等に係る諸証明（資産税課の所管に係るものを除く）の総括に関すること 

(6)  訪問徴収に関すること 

徴収１～４係 

・滞納整理 

（原則として、滞納額が７０万円未満のものを担当） 

(1)  市税等の納税督励及び滞納処分に関すること 

(2)  市税等に係る延滞金の減免に関すること 

(3)  市税等に係る納税の猶予に関すること 

(4)  徴収の嘱託及び受託に関すること 

(5)  納付指導員に関すること 
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カ 特別滞納整理室 

係 名 等 内                  容 

・滞納整理 

・公売 

(1)  市税等の徴収の進行管理に関する企画及び調整に関すること 

(2)  市税等に係る差押え物件の保管及び公売に関すること 

(3)  インターネット公売及び捜索に関すること 

  

（原則として、滞納額が７０万円以上のものを担当） 

(4)  市税等の納税督励及び滞納処分に関すること 

(5)  市税等に係る延滞金の減免に関すること 

(6)  市税等に係る納税の猶予に関すること 

(7)  徴収の嘱託及び受託に関すること 

・民事債権 (1)  他の所管から移管を受けた非強制徴収公債権及び私債権の未収金に係る納付督励及び強制執行等に関する 

こと 

(2)  債権管理事務の向上に係る指導、助言、研修等に関すること 

(3)  債務者情報の利用、提供及び収集における調整に関すること 

(4)  未収金対策に係る総合的な調整に関すること（収納課の所管に係るものを除く） 
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キ 資産税課 

係 名 等 内                  容 

償却資産係 

・賦課 

・調定 

・証明 

(1)  資産税課に係る収入の調定及び統計に関すること 

(2)  経理事務に関すること 

(3)  国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること 

(4)  固定資産課税台帳等の閲覧、証明及び名寄帳等の写しの交付に関すること 

(5)  住宅用家屋証明に関すること 

(6)  償却資産の評価に関すること 

(7)  償却資産に対する固定資産税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 

(8)  課内の一般庶務に関すること 

(9)  課の公用車の運行管理に関すること 

土地１・２係 

・賦課 

(1)  土地の評価に関すること 

(2)  土地に対する固定資産税及び都市計画税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 

(3)  特別土地保有税に関すること 

家屋１・２係 

・賦課 

(1)  家屋の評価に関すること 

(2)  家屋に対する固定資産税及び都市計画税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 
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ク 市民税課 

係 名 等 内                  容 

法人市民税係 

・賦課 

・調定 

(1)  法人に対する市民税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 

(2)  法人市民税の調定及び統計に関すること 

(3)  経理事務に関すること 

(4)  課内の一般庶務に関すること 

(5)  未申告、過少申告者等の調査に関すること 

諸税係 

・賦課 

・調定 

(1)  軽自動車税及び事業所税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 

(2)  市たばこ税及び入湯税の賦課、納期限の延長及び課税免除に関すること 

(3) 宿泊税の賦課、納期限の延長、課税免除、減免及び特別徴収事務に係る交付金に関すること 

(4)  諸税の調定及び統計に関すること 

(5)  未申告、過少申告者等の調査に関すること 

 

個人課税１～３係 

・賦課 

・調定 

(1)  個人に対する市民税（特別徴収・普通徴収）の賦課、納期限の延長及び減免に関すること 

(2)  個人市民税の調定及び統計に関すること 

(3)  未申告、過少申告者等の調査に関すること 
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(2) 入札制度の概要 

ア 長崎市の入札制度 

(ア) 制限付一般競争入札の実施 

原則として、一定の入札参加資格要件を満たした誰もが入札参加できる制限付一般競争入札を実施している。 

  

(イ) 電子調達システム・電子契約システム 

入札参加資格の申請や入札書の提出などを、来庁することなく手続きができ、入札業者、市ともに効率化が図れる電子調達システムで実施

している。 

なお、落札後の契約手続きについても、令和 5年 6月から、これまで紙で行っていた契約書や添付書類の作成及びやり取りを電子化するこ

とで、契約書等の作成や郵送などの労力が削減できる電子契約システムの運用を開始している。  

電子契約システム 

電子調達システム 
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(ウ) 予定価格の事前公表 

入札事務の透明性の向上及び入札者の公正な競争の確保のた

め、原則として予定価格の事前公表をしている。 

 

(エ) 最低制限価格の設定 

品質確保を目的として、最低制限価格を設定している。 

最低制限価格は、最低制限価格率の範囲内で、開札時に電子調

達システムによりランダム係数を用いて算出している。 

 

区  分 最低制限価格率の範囲（％） 

建設工事 91.00～93.00 

建設工事に係る業務委託 82.00～84.00 

その他の業務委託（物品調達等） 85.00～87.00 
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(オ) 市内業者優先 

建設工事、建設工事に係る業務委託、その他契約(物品購入の案件及び物品借入れ（借入れ物品に係る保守業務を含まないもの）の案件を

除く。)において、原則として市内業者※1又は認定市内業者※2としての登録がある者を入札参加の対象としている。 

市内及び認定市内の業者では施工（履行）が困難な場合や競争性が確保できないときに、準市内業者や市外業者へ対象を拡大している。 

 

 ※1 市内に本店（建設工事は、建設業の主たる営業所）を有するもので、全従業員数に占める市内従業員数の割合が 50％超又は市内従業員が 50 人超である者 

（市内における営業年数が 1年以上あるものに限る。） 

 ※2 市内業者以外の者で、本市との契約締結に係る権限が委任されている支店又は営業所等を市内に有する者で、支店又は営業所等の従業員数が 50 人超である者 

（市内で 5年以上事業継続している者に限る。） 
 

(カ) 資本関係及び人的関係のある者の同一入札への参加制限 

制限付一般競争入札において、資本関係※1及び人的関係※2のある者が同一入札に参加することを制限している。 

 

 ※1 子会社等と親会社等の関係にある場合など 

 ※2 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合など 

 

(キ) 建設工事における入札 

ａ 共同企業体（ＪＶ）方式の採用 

大規模で難易度の高い建設工事の確実で円滑な施行を図るため共同企業体方式を採用している。 

共同企業体（ＪＶ）構成員数 

構成員数 土木・設備工事 建 築 工 事 

2 者 
予定価格 

3 億円以上 6億円未満 

予定価格 

4 億円以上 8億円未満 

3 者 6 億円以上 8 億円以上 
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ｂ 総合事務所の区域ごとでの入札の実施 

緊急時の対応が円滑に行えるよう地域に精通した建設

業者の育成を図るため、総合事務所の区域ごとでの入札

を実施している。 

 

 

  

１．地区割りについては総合事務所単位とし、中央は地域整備 1
課（北西部）と地域整備 2 課（南東部）の区分とする。 

 
２．地区別発注で業者数が少なく競争性が確保できない場合は、

隣接する区域まで広げて発注する。 
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ｃ 工事成績を入札参加条件とする制限付一般競争入札の実施 

一定の工事成績点以上の実績を入札参加条件とすることで、優良工事の施工を促し、工事品質の向上を図っている。 

 

ｄ 総合評価一般競争入札の実施 

入札者の技術力、信頼性及び社会性並びに入札価格を一体として評価することが適当と認められる一般競争入札案件について、入札価

格以外の要素を含めて総合的に評価して落札者を決定する入札方式を実施している。 

なお、平成 31 年 4 月から、規模の大きな工事を対象に技術提案を評価の対象に加えるなど、評価方法等の見直しを行っている。 

 

イ 受注機会の確保の取組み 

(ア) 建設工事における総合数値に基づいた発注 

完工高や技術職員数などを基に算出された業者の「総合数値」に応じて、入札参加できる工事金額帯を設定している。 

※ P24 【参考】(３) 入札・契約制度関係資料 エ「制限付一般競争入札発注基準」参照 

 

(イ) 落札制限の設定 

制限付一般競争入札においては、受注の偏りを防ぐために、原則として次の制限を設けている。 

件数制限 

同日落札制限 同じ日に開札される案件では、1業者 1件までの落札と制限している。 

年度内落札制限 建設工事は 1 業者 6 件まで（7 件目がＪＶ案件であれば落札可能）、物品調達等（パソコン・サーバ

ーの購入又は借入れにおいて予定価格が 2,000 万円以上の案件）は、発注件数に応じて落札制限を設

けている。 

期間制限 

10 日前落札制限 建設工事に係る業務委託については、落札後 10 日間に開札する案件の入札を制限している。 

落札後 1カ月制限 落札価格が 1 億 5 千万円以上の建設工事は、落札後 1 カ月間に開札する案件の入札をすべて制限し

ている。 

落札制限一覧 

区   分 
件 数 制 限 期 間 制 限 

同日落札制限 年度内落札制限 10 日前落札制限 落札後 1カ月制限 

① 建設工事 〇 〇  〇 

② 建設工事に係る業務委託 〇  〇  

③ 物品調達等 〇 〇   
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(ウ) 施工時期の平準化 

建設工事において、早期発注の促進、債務負担行為などの活用により、工事の施工時期の平準化に取組み、労働者の働き方改革のほか建設

業界の経営の効率化や、安定的な受注機会の確保を図っている。 

 
(エ) 週休 2日工事の実施 

建設業に時間外労働規制が適用される令和 6年 4月に先立って、令和 4年 3月から、公共工事従事者の労働環境の向上及び建設業の担い手

確保を図るため、全工事（緊急を要する工事及び工期に制約がある工事等を除く）に週休 2日工事を適用し発注を行っている。 

 

(オ) 余裕期間制度の活用 

令和 3年度から、建設工事の繁忙期において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調

達を行うことができる余裕期間を設定した工事の発注を行っている。 

- 19 -



〔参考〕

(3)　入札・契約制度関係資料

 ア　有資格業者数の推移

(ア)　建設工事（業者実数） ※各年度5月1日現在

市内 認定市内 準市内 市外 計

657 - 66 585 1,308

(50.2%) - (5.1%) (44.7%) (100%)

623 3 70 579 1,275

(48.9%) (0.2%) (5.5%) (45.4%) (100%)

618 4 59 587 1,268

(48.7%) (0.3%) (4.7%) (46.3%) (100%)

625 4 52 584 1,265

(49.4%) (0.3%) (4.1%) (46.2%) (100%)

616 3 49 584 1,252

(49.2%) (0.2%) (3.9%) (46.7%) (100%) 認定市内

区分

令和元年度
（割合）

令和４年度
（割合）

令和５年度
（割合）

令和２年度
（割合）

令和３年度
（割合）

-

100

200

300

400

500

600

700

R1 R2 R3 R4 R5

有資格業者数の推移

市内 認定市内 準市内 市外
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イ　建設工事契約実績（年度別）調

(ア)　令和2・令和3・令和4年度契約実績

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

696 20,112,794 682 19,645,882 574 20,460,513

96.8% 94.2% 96.5% 92.8% 96.1% 93.9%

2 108,778 3 286,491 0 0

0.3% 0.5% 0.4% 1.4% 0.0% 0.0%

1 19,545 3 61,221 4 69,020

0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.7% 0.3%

20 1,112,658 19 1,164,559 19 1,245,575

2.8% 5.2% 2.7% 5.5% 3.2% 5.7%

719 21,353,775 707 21,158,153 597 21,775,108

100% 100% 100% 100% 100% 100%

準市内業者

市外業者

合計

※　共同企業体に係る工事について
　①　件数　：　共同企業体数を構成員数で計算
　②　金額　：　共同企業体の構成員の出資比率で振分

区分

令和2年度
　（割合）

令和3年度
　（割合）

令和4年度
　（割合）

市内業者

認定市内業者
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  (イ)　過去10年間における契約実績の推移

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

市内業者

契約金額

認定市内業者

契約金額

準市内業者

契約金額

市外業者

契約金額

市内業者

契約件数

認定市内業者

契約件数

準市内業者

契約件数

市外業者

契約件数

凡 例

(億円） （件）
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資格審査 （5年に1回）

（概ね毎年）

（概ね毎年）

入札・契約

施　工

（注）：「発注者別評価点」は、業者の施工能力や社会貢献等を本市独自に評価した点数

　　　　入札参加できる工事金額帯は、業者の評価点である総合数値（総合評定値+発注者別評価点）により定まる

⑯　請負代金支払

① 建設業許可

② 経営事項審査

③ 競争入札参加資格審査申請

④ 業者認定通知

⑨　開　　札

⑭　検　　査

⑮　工事成績評定

⑩　落札者決定

⑪　契　　約

⑫　着　　工

⑬　完　　成

ウ　建設工事における入札・契約事務の流れ

⑤　公告（入札参加者募集）

⑥　入札参加資格確認

⑦　確　認　通　知

⑧　入　　札

発注者別評価点の決定（注）

長

崎

市

で

の

手

続

き

国
・
県
で
の
手
続
き

総合評定値の通知
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エ　制限付一般競争入札発注基準

9000 万円以上 1000 点以上
5000 万円以上 9000 万円未満 840 点以上
3100 万円以上 5000 万円未満 770 点以上 1000 点未満
2500 万円以上 3100 万円未満 745 点以上 840 点未満
2000 万円以上 2500 万円未満 680 点以上 770 点未満
1000 万円以上 2000 万円未満 600 点以上 745 点未満

1000 万円未満 680 点未満
9000 万円以上 1000 点以上
3000 万円以上 9000 万円未満 800 点以上

3000 万円未満 1000 点未満

2000 万円以上 810 点以上
1100 万円以上 2000 万円未満 720 点以上
600 万円以上 1100 万円未満 670 点以上 810 点未満

600 万円未満 720 点未満
3500 万円以上 850 点以上
1300 万円以上 3500 万円未満 770 点以上
700 万円以上 1300 万円未満 640 点以上 850 点未満

700 万円未満 770 点未満
2100 万円以上 790 点以上
1200 万円以上 2100 万円未満 720 点以上

1200 万円未満 790 点未満
5000 万円以上 750 点以上
2000 万円以上 5000 万円未満 690 点以上

2000 万円未満 750 点未満
2000 万円以上 710 点以上
800 万円以上 2000 万円未満 670 点以上

800 万円未満 710 点未満
3500 万円以上 720 点以上
1200 万円以上 3500 万円未満 650 点以上

1200 万円未満 720 点未満

2000 万円以上 740 点以上
1100 万円以上 2000 万円未満 680 点以上

1100 万円未満 740 点未満
7000 万円以上 830 点以上
2500 万円以上 7000 万円未満 800 点以上
1900 万円以上 2500 万円未満 740 点以上 830 点未満
1000 万円以上 1900 万円未満 680 点以上 800 点未満

1000 万円未満 740 点未満
4400 万円以上 820 点以上
600 万円以上 4400 万円未満 790 点以上

600 万円未満 820 点未満
※１　発注先は原則として地域区分が市内又は認定市内としての登録がある者とする。
※２　上記に記載のない工種については、公告日現在の名簿において、その工種に係る登録がある者とする。
※３　施工実績登録等により、この基準によって、参加業者を確保できないことが明らかな場合は上位ランクを含めて発注する。
※４　この基準は一般的なものであり、この基準によらない場合もある。
※５　この基準は年度途中で変更する場合もある。

水道施設
工事

解体工事

造園
工事

機械器具
設置工事

管
工事

塗装
工事

防水
工事

電気
工事

令和5年4月1日公告から適用

発注予定金額（税込） 総合数値

土木一式
工事

建築一式
工事

とび・土工・
コンクリート
工事
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  （令和5年4月1日現在）

税     目 賦課期日 課税客体 納　税　義　務　者 課　税　標　準 税   　  率

市　民　税 1月1日 個　　人 〔均等割と所得割〕
　市内に住所を有する個人

均等割（標準税率）
              3,500円
※平成26～令和5年度の間、地域の防災に役立
てるため500円が加算される。

〔均等割のみ〕
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個

人で、市内に住所を有しない者

所得割
前年の所得について算定した総所得金額、退職所得

金額（分離課税に係る分を除く）及び山林所得金額

所得割（標準税率）
　　　　　　6％

法　　人 〔均等割と法人税割〕
　 市内に事務所又は事業所を有する法人

均等割（標準税率）
    5万円～300万円までの 9段階

〔均等割のみ〕
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は

事業所を有しないもの

〔法人税割のみ〕
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税

を課される個人で市内に事務所又は事業所を有
するもの

法人税割
　 法人税額

法人税割（制限税率）
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
➡　[8.4%]

平成26年10月1日以降令和元年9月30日までに
開始する事業年度
➡　[12.1%]

固定資産税 1月1日 土    地
家    屋

　当該固定資産の所有者 土地又は家屋
　基準年度の価格又は基準年度の価格に比準する価格

（標準税率）
　　　　　　　　1.4％

償却資産 償却資産
　賦課期日における価格
　
※免税点
      土　　　地    30万円
      家　　　屋    20万円
      償却資産   150万円

軽自動車税
(環境性能割）

三輪以上の軽自動車 当該軽自動車の取得者 軽自動車の取得価額

※免税点　50万円

（標準税率）
非課税～2％

（標準税率）

軽自動車税
（種別割）

4月1日 原 動 機 付
自 転 車

　当該軽自動車等の所有者 　1台につき 原動機付自転車
　50cc以下  2,000円
　90cc以下  2,000円
 125cc以下 2,400円
　ミニカー    3,700円

軽 二 輪 軽二輪　　　3,600円

軽 自 動 車 軽自動車（3輪、4輪）
　　1,000円～12,900円

小 型 特 殊
自 動 車

小型特殊自動車
　農耕用     2,400円
　その他     5,900円

二 輪 の 小 型 自 動 車 二輪の小型自動車
　　　　　　　　6,000円

〔参考〕　(４)　市 税 の 基 礎 等 一 覧 表
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税     目 賦課期日 課税客体 納　税　義　務　者 課　税　標　準 税   　  率

市たばこ税 小売販売業者に売り
渡した製造たばこ

　製造たばこの製造者
　特定販売業者
　卸売販売業者

　売り渡し本数 （一定税率）
〔一般銘柄〕〔特定銘柄〕
1,000本につき6,552円

入　湯　税 鉱泉浴場における入
湯行為

　鉱泉浴場における入湯客
（鉱泉浴場経営者が特別徴収）

※課税免除
　・年齢12歳未満の者
　・市内に居住する年齢65歳
　　以上の者
　・障害者
　・原爆被爆者
　・修学旅行客
　・共同浴場等の入湯者
　・災害の被災者のうち必要と
　　認められる者

　入湯客数 （標準税率）
１人１日につき 150円
　
　ただし、日帰りの場合は１人１日につき　30円

 （一定税率）

事業所税 事務所又は事業所に
おいて、法人もしくは
個人の行う事業

　事業所等において、事業を行う者 資産割
　算定期間の末日における事業所床面積

従業者割
算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業

者給与総額

※免税点
     資産割 1,000㎡以下
　　従業者割 100人以下

資産割
　　1㎡につき　600円

従業者割
　　給与総額の0.25％

都市計画税 1月1日 市 街 化 区 域 内 の 土
地・家屋

　当該固定資産の所有者 固定資産税（土地・家屋）の課税標準

※固定資産税が免税点未満のものは対象外

（制限税率）
　　　　　　　　0.3％

宿泊税 長崎市内に所在する
宿泊施設（民泊含む）
への宿泊行為

  宿泊施設への宿泊者   宿泊施設への宿泊数 １人１泊について、宿泊料金が
⑴　1万円未満のもの　　　　　　100 円
⑵　1万円以上2万円未満のもの　200 円
⑶　2万円以上のもの　　　　　　500 円
※免税点なし

　    特別土地保有税 土　　地 　土地の所有者又は取得者

　※平成１５年度から新規課税停止

　土地の取得価額
　
　※免税点（基準面積）
　　　　　　　　　　　5,000㎡

　保　有　　1.4％

　取　得　　　3％
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収納率向上の取り組み 時事案件
Ｈ21 ・徴収一元化 Ｈ20 ・リーマンショック

・特別滞納整理室の創設
Ｈ23 ・納付お知らせセンターの設置 Ｈ23 ・東日本大震災
Ｈ24 ・コンビニ収納の開始
Ｈ25 ・ペイジー口座振替受付サービスの開始
Ｒ2 ・キャッシュレス決済（スマートフォン）の開始 Ｒ2 ・新型コロナウイルスの蔓延

・コロナ禍による徴収猶予の特例措置 　➡　徴収猶予の特例　実施
Ｒ3 ・市税等収納窓口委託の開始 ※（ ）内徴収率は、徴収猶予除く

・キャッシュレス決済対応アプリの拡大

41.4 41.5 40.0
35.6

31.5
26.2

22.0
18.3 16.1 14.4 13.4 13.4

17.2
13.1

92.3 92.3 92.1 92.8
93.8

94.8 95.7
96.6 97.0 97.3 97.5 97.5 96.8

（97.6）

97.5

(97.6)

60

70

80

90

100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

徴収率（％）（億円）
市税の徴収率及び収入未済額

収入未済額

徴収率（全体）
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⑴市税収入額の推移

192.0 195.0 198.1 199.4 199.9 198.6 197.8 195.9 194.0 194.6 191.8

61.9 65.4 50.6 57.2 54.0 58.7 43.6 41.5 45.1 43.9 46.7 

201.7 199.1
201.4 203.2 201.9 204.1

203.9 203.3 209.6 210.6 213.1

30.8 31.0 
30.1 28.2 27.3 27.2 

25.2 26.8 24.9 28.1 27.2 

37.5 37.3 
37.6 37.8 37.6 38.1 

38.0 37.9 39.2 39.4 40.2 

23.9 25.3 
25.7 27.5 26.7 27.1 

27.9 26.1 26.5 26.4 30.2 

547.8 553.1 543.5 553.3 547.4 553.8 
536.4 531.5 539.3 543.0 549.2 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(当初)

R4

(決見)

R5

(当初)

（億円）

個人市民税 法人市民税 固定資産税

市たばこ税 都市計画税 その他の税

※その他の税
・軽自動車税 ・事業所税
・入湯税 ・宿泊税（R5～）

⑵市税の収納率及び収入未済額の推移

35.6

31.5

26.2

22.0

18.3
16.1

14.4
13.4 13.4

17.2

13.1 12.3 12.2

92.8 93.8 94.8 95.7 96.6 97.0 97.3 97.5 97.5 96.8 97.5 97.7 97.7

98.2 98.5 98.6 98.7 99.0 99.1 99.1 99.2 99.1 98.4 99.2 99.3 99.2

19.3

25.4
30.1

33.0
35.5 35.2

33.7 33.2 31.4 30.5

44.1

31.8 31.3

0

20

40

60

80

100

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(決見)

R5

(当初)

収納率（％）

(億円）

未収額

全体

現年課税

滞納繰越

（見込）

収入額全体について

●令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症の影響などにより、令

和元年度の553.8億円と比較し約20億円落ち込んだ。

●令和4年度は、国・地方の経済対策などの各種施策の効果によ

り、543.0億円まで回復する見込み。

●令和5年度は、法人市民税、固定資産税の増及び宿泊税の新設

（3.7億円）などにより549.2億円を見込む。

収納率について

●現年課税分の早期滞納整理などにより令和元年度まで毎年向上

●令和2年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例

措置により令和元年度と比較し0.7ポイント減

●令和3年度は、特例措置の納付が進んだことによりコロナ前と同

水準まで回復

●令和4年度は、前年度比0.2ポイント増の97.7％となる見込みで、

未収額も初めて12億円台となる見込み

（見込）

２ 市税の状況について

（見込）

（見込）
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3-1 個人市民税 人口と納税義務者の推移⑶-1 個人市民税 人口と納税義務者の推移
（R3）

- 29 -



3-2 個人市民税 給与所得者数と給与収入額の比較

5,684 4,799 5,234 5,196 5,632 3,832 5,440 3,826 4,982 5,133 5,594 5,106 5,514 3,780 4,593

27,706
24,563 28,080 30,295

23,206 28,456 29,465
25,051 25,919 24,424 23,711 25,127 25,396

21,469
25,964

35,925

28,461

34,366
36,481

27,719

36,750
36,241

33,337 32,168
28,327 32,228 32,804 29,841

25,702

32,328

64,798

54,356

66,312
64,642

55,873
66,247 66,487

63,042 59,689
55,071

63,971 57,280
51,797

46,081
48,368

31,961

33,209

32,760 28,870

36,406

30,729 29,428

33,533
30,687

31,650

29,953

26,721

27,362

26,344

19,836

18,513

27,449

17,050 17,674

27,378

15,141 13,580

18,220
19,169

22,656

16,144

18,020

16,989

20,382
13,655

8,629
20,245

6,245 6,746
13,084 6,166 5,230

6,629
9,288

11,391 6,170
7,437

7,625

15,142
5,657

193,216 193,082 190,047 189,904 189,298 187,321 
185,871 

183,638 181,902
178,652 177,771 

172,495 

164,524 
158,900 

150,401 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

金沢市 西宮市 倉敷市 大分市 豊田市 東大阪市 福山市 尼崎市 類似都市

平均

柏市 富山市 高松市 岐阜市 豊中市 長崎市

100万円以下 100万超～200万以下 200万超～300万以下 300万超～500万以下 500万超～700万以下 700万超～1000万以下 1000万超～

（人）

■長崎市の給与所得者数は150,401人、金沢市の約８割、類似都市の中で最低
■長崎市の給与収入300万円以下数は62,885人、納税者全体の42%で類似都市で1番高い
（低所得階層が多い）
■長崎市の給与収入1000万円超は5,657人で、類似都市平均の約６割

69,315
(36%) 

57,823
(30%) 

67,680
(36%) 

71,972
(38%) 

56,557
(30%) 

69,038
(37%) 62,214

(34%) 57,884
(32%) 

61,533
(35%) 

63,069
(35%) 

63,037
(37%) 

60,751
(37%) 50,951

(32%) 

484,517
(40%) 

461,030
(42%) 

477,430
(40%) 

479,513
(40%) 

418,957
(45%) 462,946

(40%) 

490,819
(38%) 

400,900
(40%) 

429,918
(42%) 

413,459
(43%) 

446,208
(41%) 

403,906
(41%) 

461,988
(40%) 

402,534
(37%) 

上段：人口
下段：人口に対する給与所得納税義務者数割合

上段：納税義務者のうち給与収入300万円以下数
下段：給与所得者納税義務者に対する上段の割合

415,321
(42%) 

71,146
(38%) 

62,885
(42%) 

⑶-2 個人市民税 給与所得者数と給与収入額の比較
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50.5

38.2

32.2

36.7

34.0 34.0

50.9

54.3

38.5

45.3

42.2

46.9

32.4

30.1

33.1
35.2

16.2

8.0

19.9

10.7

2.9 3.2 3.4

6.5 5.6 5.9 5.1
3.9

4.3 4.5

11.4

2.5

10.8

24.5

13.2
14.5 15.4

9.2

8.6

7.8

7.6
4.4 4.9 5.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3年度 Ｒ4(決見) Ｒ5(予算)

法人税割計 製造業 卸売小売業 金融保険業 サービス業

（億円）

H20.9.15
リーマンショック

H23.3.11
東日本大震災

●H20ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後【H20➾H21】▲24％、【H21➾H22】▲16％、特に製造業・金融保険業にマイナス影響

●H23東日本大震災後【H23➾H24】▲7％ 、特に製造業にマイナス影響

●R2新型コロナの企業収益等による増減 【R1➾Ｒ2】▲16％ 【R2➾Ｒ3】＋9％

●税制改正(税率14.7%→12.1%：Ｈ26.10開始事業年度分) ▲9.3億円

(税率12.1%→8.4% ：R元.10開始事業年度分) ▲12.0億円

➾法人住民税の交付税原資化

R2.2～
コロナショック

企業収益等による減 ▲7.5億円

税制改正等による減 ▲6.9億円

企業収益等による増 2.8億円

税制改正等による減▲5.1億円

企業収益等による増 7.7億円

税制改正等による減▲4.3億円

近年、法人税割額の約４割は金融保険業

全法人数 法人税割調定額
（現年度 ）

9,870社 3,010,348千円

うち、地場法人の割合

（本店が長崎市内の法人） 79.4% 26.8%

うち、地場法人以外の割合

（本店が長崎市以外の法人） 20.6% 73.2%

R3年度

企業収益等による減 ▲10.8億円

税制改正等による減 ▲5.0億円

H27⇒H28 ▲15.8億円

R1⇒R2 ▲14.4億円

R2⇒R3 ▲2.3億円

H26⇒H27 ＋3.4億円

⑷ 法人市民税（法人税割額） 主な業種別の推移
（R3）
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⑸‐1 固定資産税（土地） 評価額及び税額の推移

64.1 
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60.5 
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（評価替）
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（評価替）

H31 R2 R3

（評価替）

R4 R5

税
額
（
億
円
）

評
価
額
・
課
税
標
準
額
（
億
円
）

固定資産税 都市計画税 評価額 課税標準額

評価替 ：基準年度（3年）ごとに実施。3年間据置
下落修正：2年度目及び3年度目に価格が下落した場合、価格を修正
負担調整：評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きくなる場合、上昇幅を一定範囲に抑える措置
評価額 ：地価公示価格等 × 0.7
課税標準額：住宅用地特例 ＝ 評価額 × 1/6、商業地等 ＝ 評価額 × 0.7

【コロナによる特例措置】
（R3年度）R2課税標準額据置。下落修正のみ適用。 影響額▲3.1億円
（R4年度）商業地等の課税標準額の上昇幅半減額。 影響額▲1.1億円

R3年度評価額
R2.1.1時点の価格で評価
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ア 人口類似都市との課税面積比較

イ 人口類似都市との税収額比較

18,881 
26,712 
30,417 

24,530 
33,949 

51,977 
49,612

49,546 
35,563 

86,145 
58,443 

67,467 
71,829 

60,964 
78,139 

20,751
28,471

36,821

49,014
74,416

116,801
169,483

173,055
188,624

203,957
228,450

257,384
269,908

348,545
376,565

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

豊中市
尼崎市

東大阪市
西宮市

柏市
岐阜市

類似都市平均
金沢市
長崎市
倉敷市
高松市
大分市
福山市
豊田市
富山市

（千㎡）

田 畑 宅地 山林 その他

5,807 
8,475 

8,916 
9,882 

10,136 
10,480 
10,602 

11,022 
11,288

12,152 
12,291 

14,006 
14,410 

14,627 
15,220 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

長崎市
高松市
富山市

柏市
豊中市
大分市
岐阜市

類似都市平均
福山市
倉敷市
金沢市
豊田市
西宮市
尼崎市

東大阪市

（百万円）

● 課税面積全体でみると、人口類似都市の中では中間に位置する。
● 宅地における課税面積(35.563千㎡)は、人口類似都市平均

（49,612千㎡）より少ない。

● 税収額は、宅地面積が少なく平坦地も少ない
ことが影響し、人口類似都市の中で最も低い。

5-2 固定資産税（土地） 課税面積と税収額の比較 ※令和3年度概要調書より⑸-2 固定資産税（土地） 課税面積と税収額の比較 ※令和3年度概要調書より
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5-3 地価公示及び地価調査の概要⑸-3 地価公示及び地価調査の概要
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115.8

105.7 107.8 110.0 108.1 110.0 111.8 110.5 112.6
114.9

109.9

117.1 118.4

23.4 21.3 21.6 22.2 22.0 22.4 22.7 22.5 22.9 23.4 22.4 23.8 24.3

650 

747 

789 
806 

819 

760 770 

735 

767 687 

643 

687
675

326 325 

292 

338 327 

255 
274 

204 208 203 

195 

183

149110 99 91 
112 

149 

111 
75 79 106 108 

196 

119 

180 

0

200

400

600

800

1,000

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

H23 H24

(評価替)

H25 H26 H27

(評価替)

H28 H29 H30

(評価替)

R1 R2 R3

(評価替)

R4 R5

固定資産税 都市計画税 新築棟数（木造） 新築棟数（非木造） 新築面積（非木造）

（棟）/（千㎡）
（億円）

長崎駅周辺等の再開発に伴う
大型非木造家屋の増加

R5～
新大工再開発・
新幹線関連

さくらの里、ガーデンシティ戸石、
みなと坂、等

※３年に一度の「評価替」の年度は、既存家屋の経年劣化による評価減が
主な要因で税額が減少する。

※評価替年度以外の年度は、主に新築に伴う評価増により税額が増加する。

H20.9.15
リーマンショック R1.10.1～消費税10%

R3年度のみ
新型コロナウイルス
に伴う軽減措置 ▲約5億円

H26.4.1～消費税8%

⑹‐1 固定資産税（家屋） 税額及び新築家屋の推移
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ア 人口類似都市との用途別課税面積比較

イ 人口類似都市との税収額比較

11,566
12,648
12,776
12,847
13,100
13,212

13,610
14,102
14,203

14,893
14,920

15,326
15,496
15,625

16,090

0 5,000 10,000 15,000 20,000

長崎市
福山市
岐阜市
豊中市

柏市
東大阪市

倉敷市
富山市

類似都市平均
尼崎市
高松市
金沢市
大分市
西宮市
豊田市

● １㎡あたりの単価は平均よりやや低い
程度だが、課税面積が少ないことから、
税収は人口類似都市の中で最も低い。

1,581

1,682
1,686
1,689
1,923
1,935

1,952
1,880
2,022
2,345
2,168
1,837
2,121
2,306
2,156

21 
35 
84 

26 
27 
61 
52 

24 
75 

82 
59 

33 
63 

58 
80 

180 
236 

282 
256 

193 
392 

308 
265 

381 
364 

303 
339 

420 
383 

316 

1,330 
1,220 
1,270 

1,756 
1,720 
1,592 

1,682 
1,924 

1,800 
1,529 

1,798 
2,140 
1,752 
1,736 
1,988 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

豊中市
柏市

長崎市
尼崎市
西宮市
岐阜市

類似都市平均
東大阪市

大分市
金沢市
福山市
豊田市
高松市
富山市
倉敷市

住宅

ホテル・病院・劇場

事務所・店舗

工場・倉庫

(万㎡)

● 宅地が少ないことから、人口類似都市
平均よりも課税面積は少ない

● ホテル・病院等の占める割合が高い

※税収は軽減等適用前

6-2 固定資産税（家屋） 課税面積と税収額の比較

(百万円)

4,540
4,483

4,356

4,349
4,328

4,278
4,320

4,093

3,994
3,980

3,863
3,727

3,322

3,112
3,173

⑹-2 固定資産税（家屋） 課税面積と税収額の比較 ※令和3年度概要調書より
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7 人口類似都市との市税収入額比較（R3決算）

62,183 57,403 
48,519 

12,480 
11,025 

10,288 

71,289 

63,152 

50,374 

11,727 

9,319 

9,398 

15,894 

13,246 

13,097 

173,573円

154,146円

131,676円

97.9%
97.8%%

97.5%

95

96.5

98

0

100,000

200,000

人口類似

都市平均

中核市

平均

長崎市

市民１人あたり市税負担額

その他の税

都市計画税

固定資産税

法人市民税

個人市民税

収納率

444,553人 364,552人 403,628人

【770.8億円】 【571.2億円】 【531.5億円】

（円）

■人口類似都市平均との比較
(1) 市民１人あたり税収
・長崎市の市税収入は、平均（770.8億円）の70％弱（531.5億円）で、市民一人あたり負担額は、平均
（173,573円）の75％程度（131,676円）で、約42,000円/人少ない。

(2) 主な税目別
ア 個人市民税 ▲13,664円／人
・長崎市の人口に対する納税義務者の割合は48％で、平均より２ポイント（約30,000人）低い。
・納税義務者のうち給与所得者の割合は77％で、平均より3ポイント低く、給与所得者数は類似都市の中でも最
も少ない。
・給与所得者のうち給与収入300万円以下は平均を7ポイント上回り、類似都市で最も高い。（低所得者が多い）

イ 法人市民税 ▲ 2,192円／人
・長崎市の法人数は類似都市平均の84％程度で、また、大企業（資本金1億円超）数も90％と少ない状況。
・業種別割合はサービス業が38％と最大で、平均より9ポイント多く、製造業は7％と平均より6ポイント低い。

ウ 固定資産税／都市計画税 ▲23,244円／人
・土地は全地積に占める宅地の割合が類似都市平均の72％で、また、1㎡あたり評価額は平均の61％
（33,991円）となっている。
・家屋は棟数、床面積いずれも平均の83％となっている。
※山林や斜面地が多く、宅地が少ないことから、土地・家屋の価格が低い。

⑺ 人口類似都市との市税収入額比較（R3決算） ※平均値：長崎市除く
※人口類似都市：人口40万人以上50万人以下の都市（長崎市以外）

418,284人 482,204人 478,651人 447,209人 459,261人 476,386人 481,320人 444,553人 461,664人 410,214人 407,867人 431,203人 402,965人 421,959人 403,628人

315.8
384.6

248.6 286.6 254 248.1 253.3 275.4 247.2 246.3
311.4 296.2

246.3 241.9 195.9

74
36.3

44.9
78.4

58.6 56.1 57.1 55.1
49.1 72.7

39.5 37.5
42 69.7

41.5

416.2 327.5

388.7
308.2

341.9 360.2 321.2 317.2
325.9 304.8 254.8 256

254.5
263.9

203.3

41.7
77.4

53.5 63.3 71.6 47.8 68.1 52.5
51.2 39.7 59.5 53.8

54.5

37.9

113.7

40

95.7 73.6 75 79.5 75 70.6 84.4 76.7 40 47.1
52.3 65

52.9

961.4
865.8

831.4 810.1 801.1 791.7 774.7 770.8 757.8 740.2
705.2 690.6

649.6 640.5

531.5

0

200

400

600

800

1,000

豊 田 西 宮 倉 敷 金 沢 尼 崎 大 分 東大阪 類似都市

平均

福 山 富 山 豊 中 柏 岐 阜 高 松 長 崎

人口類似都市 R3決算額比較 個人市民税 法人市民税 固定資産税

都市計画税 その他の税
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958 948 937 979 1,020 975 

5,675 5,555 
4,109 

2,370 2,134 1,979 

4,151 4,000 

2,198 

1,342 1,719 
1,312 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H21 H22 H26 R1 R2 R3

市税

一元化
5債権計
9,826

市税･国保税･保育料
一元化開始

介護･後期保険料
一元化開始

10,503
(▲2.6％)

7,244
(▲32.8％)

4,691
(▲56.5％)

4,873
(▲54.8％)

コロナ徴収猶予

4,266
(▲60.4％)

上段：合計額
下段：縮減率(対H21)

市税以外

その他

9,555

6,307

3,712 3,853 3,291

(単位：百万円)
10,784

徴収一元化５債権(市税、国保税、保育料、介護保険料、後期保険料）については、縮減されているもの
の、その他の債権については１０億円前後のまま縮減が図れていないことから、令和４年４月の債権管理
条例施行に伴い、全市的な債権管理の適正化を図る取組みを行っている。

その他の債権の主な内訳（R3決算）

債権名 未収金額(百万円) 構成比

生活保護費返還金 519 53.2％

母子父子寡婦福祉資金
貸付金返還金

142 14.6％

市営住宅家賃 100 10.3％

その他（52債権） 214 21.9％

合計 975 100.0％

債権管理条例施行(R4.4)後の主な取組

組織力向上・人材育成

・各課による徴収計画の作成及び実行・進捗管理
・組織マネジメント向上のための定期ヒアリング
（理財部長・歳入管理監ヒア、特滞室ヒア）
・階層別研修の実施（所属長、担当者、採用6年次）

相談体制整備・法的措置の一括管理

・司法書士等の専門家と連携した相談体制整備
・特別滞納整理室による法的措置の一括管理

収入未済の推移 ※企業会計除く

いつ、何をすべき
か明確に

全庁的な司令塔
バックアップ体制

⑻ 収入未済の状況（R3決算）
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訪問客数の推移

6,918 

2,561 
3,113 

5,520 

7,000 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和元年

（実績）

令和2年

（実績）

令和3年

（目標）

令和4年

（目標）

令和5年

（目標）

訪問客の内訳（R元）

宿泊客数

39％

日帰り客数

61％
×

R5宿泊者数見込み

250.3万人

宿泊料金
税額
（円）

R5宿泊者数
（万人）

R5予算額
（千円）

1万円未満 100 101.4 101,445

1万円以上
2万円未満

200 110.3 220,512

2万円以上 500 10.1 50,380

合計 - 221.8 372,337

※長崎市観光・MICE戦略数値目標より

（千人）

(1) 宿泊税の概要

ア 概要

(ｱ) 課税客体（税金のかかる対象）
長崎市内の宿泊施設への宿泊行為

(ｲ) 納税義務者
長崎市内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設
への宿泊者

宿泊料金 税額

1万円未満 100円

1万円以上2万円未満 200円

2万円以上 500円

(ｵ) 導入時期 令和5年4月1日

(ｴ) 課税免除
a  修学旅行等の宿泊を伴う学校行事に参加する児童、生徒

並びに引率者

b  宿泊を伴うスポーツ大会・文化大会に参加する児童、生徒
並びに引率者

(ｳ) 税額 宿泊者１人１泊あたり次のとおり

イ 令和5年度予算額の積算

11/12ヶ月×

課税免除対象見込み 28.5万人を除いた

宿泊税の対象となる宿泊者数を221.8万人と試算

３ 宿泊税導入後の状況について
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(1) 宿泊税の概要

ウ 活用事業

①サービス向上・消費拡大 53,395千円
（事業費 94,146千円）

○観光地域づくり推進費 45,950（46,855）
・サステナブルツーリズムの提供 13,618
・体験商品･長崎グルメ情報の提供 22,045
・店舗情報の充実（Google Business Profileの活用） 10,287

○長崎さるく推進費 2,348（37,095）
・長崎さるくの情報発信、ガイド研修

○ナイトタイムエコノミー推進費 5,097（10,196）

②情報提供 141,633千円
（事業費 203,924千円）

○観光地域づくり推進費 139,078（178,997）
・観光ワンストップサイトにおける情報提供 30,391
・デジタル広告等による訴求プロモーション 108,687

○シーボルト来日200周年記念事業費 2,055（20,163）
・記念事業における広報プロモーション

○世界・日本新三大夜景推進費 500（4,764）
・日本新三大夜景情報発信

③受入環境整備 44,193千円
（事業費 136,123千円）

○観光地域づくり推進費 32,601（68,074）
・市民及び市内事業者のおもてなし機運醸成 29,126
・MICE向けコンテンツの充実 3,475

○世界遺産保存整備事業費
「明治日本の産業革命遺産」 1,850（35,500）

・グラバー園 旧三菱第2ドックハウス（世界遺産ガイダンス施
設）デジタル映像導入等による展示リニューアル

○総合観光案内所運営費 9,742（32,549）

④緊急時の対応等 111,312千円

○観光交流基金積立金 111,312

⑤宿泊税賦課費 21,804千円
（事業費 21,816千円）

○宿泊税周知に係る広告費や賦課システム等

充当額合計 372,337千円
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ア 長崎市宿泊税特別徴収義務者申告状況（対象施設205施設、令和5年5月31日現在）

登録済 200施設（97.6％） 仮登録 5施設（2.4％）⇒架電及び文書催告継続対応中

イ 宿泊税申告納入状況（令和5年6月5日現在）

※ 令和5年度予算額（R5.4月～R6.2月宿泊の11か月分）

課税対象宿泊者数 221.8万人 372,337千円 （約202,000人/月、約34,000,000円/月）

課税対象（宿泊料金毎に区分）

課税対象外 合計1万円未満

（税額100円/人）

1万円以上

2万円未満

（税額200円/人）

2万円以上

（税額500円/人）
小計

4

月

宿泊者数 164,132人 36,771人 3,086人 203,989人
16,483人

（うち修学旅行9,559人）
220,472人

申告納入額 16,413,200円 7,354,200円 1,543,000円 25,310,400円 - 25,310,400円

＜長崎市宿泊税の電子申告について＞

長崎市宿泊税の納入申告書の提出について、郵送や窓口での紙提出だけではなく、パソコンやタブレットなどからの電子申告に
よる提出について要望があり、電子申請サービスによる電子申告を導入している。

令和５年４月分申告納入済185施設中、81施設（43.8％）電子申告利用

(2) 宿泊税の申告納入状況等
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広報時期 広報場所 広報物

R5.4.1～R6.3.31
（ R5 年 度 予 算 ）
※R4年度から継続

JR九州駅構内（長崎・浦上・諫早・武雄温泉・博多） B1ポスター

長崎駅構内 デジタルサイネージ（電子看板）

長崎近郊JR車内 B3ポスター

空港バス ステッカー、A4チラシ

バスターミナル B1ポスター

サービスエリア（金立・川登） B1ポスター

長崎空港ロビー B1ポスター

R4.12.1～
広報依頼
※R4年度から継続

宿泊施設 B2・B3ポスター、A4チラシ、卓上ポップ、リーフレット

港ターミナル（長崎港・松が枝港・五島港） B2・B3ポスター、A4チラシ、卓上ポップ

港ターミナル（高島港・伊王島港） B2ポスター、A4チラシ

観光施設 B2・B3ポスター、A4チラシ

タクシー会社 A4チラシ

道の駅 B2ポスター、A4チラシ

県内大学 B2・B3ポスター、A4チラシ

エ 宿泊施設（特別徴収義務者）からの問合せ状況

(ｱ) 件数51件（R5.3.27～R5.5.31）

(ｲ) 相手方：宿泊事業者74％ 旅行会社8％ 学校関係者6％など

(ｳ) 内容

a 制度：7件 ・宿泊はキャンセルになったが、宿泊料金を徴収する場合は宿泊税はかかるのか。

b 申告：21件 ・旅行会社から預かった宿泊税はどうしたらいいか。

c 課税免除：16件 ・修学旅行で旅行会社や学校が雇用した看護師は課税免除の対象か。

・修学旅行の下見の宿泊は課税免除の対象か。

d その他：7件 ・領収書が不要と言われる宿泊者に領収書を渡す必要があるか。

ウ 令和５年度広報実施状況

(2) 宿泊税の申告納入状況等
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10 キャッシュレス決済の状況

(1) 地方税の納税猶予

① 徴収猶予
国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、コロナの影響によ
り、収入等が減少し、納税が困難になった納税者の支援策として創設

●内容：納期の延長（延滞金なし、担保不要）
●対象：収入が、前年同月比較で１月でも20％以上減した者

●適用：令和2年2月～令和3年1月末までに納期限が到来する地方税

総務省通知に基づき、特例措置終了後においても、コロナの影響により納税が
困難な納税者に対して引き続き、柔軟な対応を実施

② 徴収猶予
●内容：納期の延長（延滞金なし、担保不要）
●対象：収入が、前年比較で20％以上減した者
●適用：令和3年2月～令和5年3月末までに納期限が到来する地方税

③ 換価の猶予
●内容：納期の延長（延滞金なし、担保不要）
●対象：収入が、コロナ前※同月比較で1月でも20％以上減した者

誠実な納付意欲（分納約束） ※コロナ前・・・平成31年2月～令和2年1月

●適用：令和3年9月～令和5年3月末までに納期限が到来する地方税

柔軟な対応
 ③

換
価
の
猶
予

通常の制度

徴
収
猶
予

通常の制度

R2.2 R3.2 R3.9

通常の制度

R5.4

柔軟な対応
②

              通常の制度

地方税法の特例措置
①

４ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の対応状況について

ア 地方税法の特例措置

イ 本市独自の柔軟な対応

ウ 実績

（百万円）

【回収率】
８６．０％

（件）

個 人 市 ⺠ 税
法 人 市 ⺠ 税
固 定 資 産 税
償 却 資 産 税
軽 自 動 車 税
事 業 所 税

合 計

33.6 32.7 0.9
589.1 508.4 80.7

許可額 収入額 未収額
33.2 21.5 11.7

101.6 81.4 20.2
839.5 722.0 117.5

81.8 77.9 3.9
0.2 0.1 0.1

- 43 -



令和２年度以降の税制改正の内容と影響額
改正年度 税制改正の概要 R3影響額 R4影響額 財源措置

令和2年度

①先端設備等に対する課税標準の特例措置の対象拡充（R2限り）
《拡充内容》構築物（償却資産）及び事業用家屋を追加
《特例割合》ゼロ以上1/2以内で条例で定める割合

⇒ 本市条例：ゼロ（最大軽減）
《対象資産》R2.4.30〜R3.3.31取得分

―
（対象なし）

―
（対象なし）

地方特例交付金
100％

令和3年度

②先端設備等に対する課税標準の特例措置の延⻑（R3〜R4）
《特例割合》①と同様 ⇒ 本市条例：ゼロ（最大軽減）
《対象資産》R3.4.1〜R5.3.31取得分

▲200万円 地方特例交付金
100％

③コロナ禍において売り上げが減少した中小事業者等に対する
課税標準の特例措置（R3限り）

《対象》R2.2⽉〜10⽉までの任意の3ヵ⽉の売り上げが前年同時期比で
30％以上減少している中小事業者等

《対象資産》償却資産及び事業用家屋
《特例割合》

▲7.4億円 地方特例交付金
100％

④通常の負担調整措置を講じた結果、増額となるすべての土地
の税額をR2年度と同額とする措置（R3限り）※次ページ参照 ▲3.1億円 普通交付税

75％

令和4年度 ⑤商業地等の土地について、負担調整措置による課税標準の上昇
幅を半減させる措置（R4限り）※次ページ参照 ▲1.1億円 普通交付税

75％

４ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の対応状況について

(２) 固定資産税・都市計画税の特例措置

減少率 軽減率 件数
家屋 償却資産 合計

30％以上〜50％未満 1/2軽減 321件 339件 660件
50％以上 全額軽減 342件 406件 748件
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73.4

75.9

78.5
80.2

75.4

72.8
74.3

76.4

70.0

75.0

80.0

R2 R3 R4 R5

令和3年度及び令和4年度の土地に係る特例措置について

3年に一度の評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きくなる場合に、上昇
幅を一定範囲（新しい評価額の5％以内）に抑えて、段階的に課税標準
額を引き上げる措置

令和3年度税制改正
負担調整措置 ※R3〜R5まで継続することを決定済み

評価替えにあたり、規定の負担調整措置を講じた結果、令和3年度の税
額が上昇するすべての土地について令和2年度と同額とする特別な措置

税額の据置措置（令和3年度限り）

3年に一度の評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きくなる場合に、上昇
幅を一定範囲（新しい評価額の5％以内）に抑えて、段階的に課税標準
額を引き上げる措置

負担調整措置

令和4年度税制改正

商業地等は上昇率を半減（5％→2.5％）

継続

終了

負担調整措置及び据置措置のイメージ（商業地等） ⻑崎市における影響額（固定資産税＋都市計画税）
税額：億円

R3税制改正影響額
（税額据置影響額）

▲3.1億円

R4税制改正影響額
（上昇率半減影響額）

▲1.1億円

R2

(基準年度の前年)

R3

(基準年度)

R4

(第二年度)

R5

(第三年度)

評価額
2,000万円

課税標準額
1,400万円

評価額
3,000万円

評価替え
による上昇

1,550万円

1,700万円

1,850万円

1,400万円
1,475万円

1,625万円
1,550万円

3,000万円×5%

3,000万円×2.5%

×

負担調整措置により段階的に課税標準を引上げ

【R3年度税制改正】
R2課税標準額に据置き

【R4年度税制改正】
商業地等の上昇率半減

（5％→2.5％）

４ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の対応状況について
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10 キャッシュレス決済の状況

ア 地方税の納税猶予

・ 国の特例措置に加え、市の柔軟な対応により、納税が猶予されたことから、宿

泊・飲食・サービス業・運輸業などコロナ禍の影響を受けた納税者の負担軽減に

寄与した。

・ 猶予許可額のうち８６％は収入済みだが、猶予期間を経過しても納付されない

未収額が発生しており、今後は案件に応じた適正な対応が必要である。

イ 固定資産税・都市計画税の特例措置

・ 収入が減少した中小事業者等に対する軽減や、土地の税額に対する据え置き

などを講じ、納税者の負担軽減に寄与した。

・ 生産性を向上させる先端設備等を新たに整備する事業者等に対する支援措置

を講じ、中小事業者等の投資を下支えした。

４ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の対応状況について

(３) まとめ

新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが引き下げられるなど、社会経済活
動がコロナ前に戻りつつあることから、令和4年度末をもって市税の特例的な取り扱
いを終了した。
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市有地売払いの結果報告

地　目

構　造

1
長崎市小瀬戸町
733番4

雑種地 11,783.50㎡ 230,000,000円 277,770,000円
一般競争
入札

法人

2
長崎市為石町字
南法丈3653番18

宅地 38.27㎡ 498,000円 720,000円
一般競争
入札

個人

宅地 540.68㎡

木造平家建 120.90㎡

4
長崎市田中町79
番73

公衆用道路 12.69㎡ 1,140,000円 1,150,000円 随契売払 個人

雑種地

公衆用道路

山林

6
長崎市為石町字
年崎4731番12

宅地 4.20㎡ 85,600円 85,600円 随契売払 長崎県

7
長崎市琴海村松
町字丸畠1164番6
ほか3筆

雑種地 178.46㎡ 53,500円 500,000円 随契売払 個人

8
長崎市川原町字
宮田346番3

雑種地 23.42㎡ 57,500円 60,000円 随契売払 個人

（土地） 13,407.82㎡

（建物） 120.90㎡
合計 234,081,500円 282,835,500円

長崎県5
長崎市川原町字
東橋山878番2ほ
か3筆

826.60㎡ 1,239,900円 1,239,900円 随契売払

相手方

3
長崎市高島町字
千場98番1

1,007,000円 1,310,000円
一般競争
入札

個人

物件 所在地 地　積 予定価格 売却価格 処分方法

５ 市有地の処分について
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旧校舎

旧運動場

県管理地

小榊小学校

小瀬戸町733番4

物件１

位 置 図

写真方向

物件２

位 置 図

為石町字南法丈3653番18

現況写真現況写真

写真方向

国土地理院地図 国土地理院地図

旧小榊小学校跡地

三和中学校

さんとぴあ２１
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高島町字干場９８番１

物件３

位 置 図

写真方向
田中町79番73

物 件 ４

位 置 図

写真方向

現況写真現況写真

⻑崎総合科学⼤学

⻑崎ペンギン⽔族館

国土地理院地図 国土地理院地図
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物件５

位 置 図

物件６

位 置 図

現 況 写 真 現況写真

川原町字東橋山
878番2ほか3筆

写真方向A

三和中学校
7 為石小学校

年崎

為石町字年崎4731番12

写真方向

国土地理院地図 国土地理院地図

現況写真

写真方向B

A

B
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物件７

位 置 図

現況写真

琴海村松町字丸畠
1164番6ほか3筆

写真方向

国道206号

国土地理院地図

物件８

位 置 図

現況写真

為石小学校

三和中学校

川原町字宮田346番3

写真方向

1164-8

1164-7

1164-6

1139-3
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